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40 会計 01

01 款 01

項 01

目 01

A

● 議　長： 1名 × 413,000円/月 × 12ヶ月 ＝  4,956,000円

● 副議長： 1名 × 370,000円/月 × 11ヶ月 ＋ 1名 × 369,999円/月 ＝  4,439,999円

● 議　員：15名 × 343,000円/月 × 12ヶ月 ＋

　　　　 1名 × 343,000円/月 × 11ヶ月 ＋ 1名 × 342,999円 ＝　65,855,999円

※「安来市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例」による

● 6月期 　報酬月額 × 加算率 1.4 ×支給率 1.45 × 18名

● 12月期　報酬月額 × 加算率 1.4 ×支給率 1.55 × 18名

● 事務負担金　13,000円 × 18名（人数はR5.4.1現在の議員定数）

● 共済負担金　340,000円（標準報酬月額） × 31.5/100 × 12月 × 18名（人数はR5.4.1現在の議員数）

決算事項別明細書 P69

大事業 参画・協働・行財政 担当部署 議会事務局

中事業 行政経営の推進 一般会計

小事業 議員報酬及び手当等 議会費

事業開始年度 令和5年度 議会費

事業進捗度 － 議会費

当 初 予 算 額 124,959,000 円

予 算 現 額 124,959,000 円

決 算 額 124,957,798 円

地　方　債 0 円

そ　の　他 0 円

人件費コスト  B 0.1人役 724,700 円 総事業費　　A+B 125,682,498 円

【事業名称】 事業費 国・県支出金 地方債 その他 一般財源

【議員報酬】 75,251,998円 0円 0円 0円 75,251,998円

【議員手当等】 26,338,200円 0円 0円 0円 26,338,200円

【議員共済会負担金】 23,367,600円 0円 0円 0円 23,367,600円

予
算
科
目

財
源
内
訳

国・県支出金 0 円

一 般 財 源 124,957,798 円

目
的

「安来市議会議員の議員報酬及び費用弁
償等に関する条例」に基づく議員報酬及
び期末手当の支給、並びに「地方公務員
等共済組合法」に基づく共済費を負担す
る。
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40 会計 01

20 款 01

項 01

目 01

A

● 会議録の作成・保存

● 会議録検索システム使用料

● 議会だよりの作成（5回）

● 各定例会議一般質問等の生中継及び録画放送

　議会運営事務に関わる経費の支出を行う。

● 報償費

● 旅費

● 議長交際費

● 需用費

● 音響設備保守点検委託料

● 会議等負担金

決算事項別明細書 P69

大事業 参画・協働・行財政 担当部署 議会事務局

中事業 行政経営の推進 一般会計

小事業 議会費 議会費

事業開始年度 令和5年度 議会費

事業進捗度 － 議会費

当 初 予 算 額 20,165,000 円

予 算 現 額 18,342,000 円

決 算 額 14,448,658 円

地　方　債 0 円

そ　の　他 0 円

人件費コスト  B 3.9人役 28,263,300 円 総事業費　　A+B 42,711,958 円

【事業名称】 事業費 国・県支出金 地方債 その他 一般財源

【会議録等調製業務】 3,157,110円 0円 0円 0円 3,157,110円

2,239,710円

917,400円

【議会活動広報事業】 3,473,270円 0円 0円 0円 3,473,270円

1,411,870円

2,061,400円

【政務活動費助成事業】 1,449,225円 0円 0円 0円 1,449,225円

【議会運営事務】 6,369,053円 0円 0円 0円 6,369,053円

5,500円

4,596,333円

189,151円

179,969円

792,000円

606,100円

予
算
科
目

財
源
内
訳

国・県支出金 0 円

一 般 財 源 14,448,658 円

　地方自治法及び安来市議会会議規則に基づく会議録の作成・保存を行った。また、ホームページにも掲載し、
広く市民に公開した。

　議会だよりを発行し全世帯に配布することで議会活動の広報を行った。また、どじょっこテレビやYouTubeを
通じて一般質問等を生中継等することで、リアルな情報発信を行った。　

　地方自治法及び安来市議会政務活動費の交付に関する条例並びに同規則の規定に基づき、安来市議会議員の調
査研究に資するため必要な経費の一部として政務活動費を交付した。

目
的

本会議審議・委員会審査等を通し、「自
立と共助のまちづくり」へ向けた市政の
運営と、議員の調査・研究活動や議長会
等関係団体における諸活動により、本市
の発展と市民福祉の向上を図る。


